
                                     

 

訂正とお詫び 
（令和 6 年 3 月 20 日現在） 

 

 

【ＯＵＴＰＵＴ講座】のご受講をありがとうございます。 

 

さて、テキスト（択一過去問編）の記述につき、下記の箇所において訂正が判明致しました。 

誠に申し訳ございません。 

お手数とご迷惑をお掛け致しますが、お手元のテキストを修正していただけますように宜しく 

お願い致します。 

 

【民法Ⅴ】 

頁数 問題番号 誤 正 

8 105-14 

女については再婚禁止期
間を経過しており、この
点についても問題ない。  

女性の再婚禁止期間に関
する規定（旧 733）は、
削除された（令和４年改
正）ため、この点につい
ても問題ない。  

48 109-21 × ○  

 

 


